
呉市水道局建設工事入札参加資格者の審査基準 
 

財務課 
 
（趣旨） 
第１条 呉市水道局契約規程第３条の規定により，呉市水道局に対して建設工事入

札参加資格申請をした建設業者（以下「申請業者」という。）については，この

審査基準の定めるところによる。 
（入札参加資格の審査方法） 
第２条 入札参加資格は，業種別に審査し，その有無を認定するものとする。 
２ 前項に規定する審査に当たっては，申請業者に対して，客観的事項及び主観的

事項について算定するそれぞれの点数の和（以下「総合数値」という。）を業種

ごとに付与するものとする。 
（総合数値の算出方法） 
第３条  総合数値は，客観的事項となる建設業法（昭和２４年法律第１００号）第
４章の２に定める建設業者の経営に関する事項の審査等（以下「経営事項審査」

という。）により算定された業種ごとの総合評定値に，主観的事項となる当該業

者に対する各要素の審査結果に基づく数値をそれぞれ加えて算出する。 
（客観的事項の算出方法） 
第４条 客観的事項に関する点数の算出方法は，入札参加資格申請書を提出する際

に添付された経営事項審査結果により算定された業種ごとの総合評定値とする。 
（主観的事項の算出方法） 
第５条  主観的事項に関する点数の算出方法は，地方自治法施行令（昭和２２年５
月３日政令第１６号）第１６７条の５第１項及び第１６７条の１１第３項の規定

に基づき公示した入札参加資格の認定ごとに別途定める。 
 
付 則 
１ この基準は，平成２３年４月１日から適用する。 
２ 呉市水道局建設工事入札参加資格者の審査基準（平成元年度申請に係るものか

ら実施）は廃止する。 
 
   


